
九
世
紀
の
武
蔵
国
に
お
け
る
造
瓦
体
制
に
つ
い
て
は
、
「
続
日
本
後
紀
」
承
和
十
二
年
（
八
四
五
）
三
月
己
已
条
の
武
蔵
国
分
寺
七

重
塔
再
建
の
出
願
・
許
可
を
根
拠
と
し
た
東
金
子
窯
跡
群
八
坂
前
窯
跡
及
び
新
久
窯
跡
の
造
瓦
体
制
を
中
心
に
述
べ
ら
れ
、
塔
再
建
期

と
し
て
一
括
り
に
考
え
ら
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
九
世
紀
に
は
、
七
重
塔
再
建
以
外
に
も
、
弘
仁
九
年

（
八
一
八
）
や
元
慶
二
年
（
八
七
八
）
の
地
震
な
ど
、
国
分
寺
を
は
じ
め
、
武
蔵
国
各
郡
の
寺
院
に
お
い
て
も
補
修
を
想
定
さ
せ
る
事

象
が
歴
史
書
に
は
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
記
事
に
偏
っ
て
、
瓦
生
産
の
開
始
を
考
え
る
の
は
尚
早
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
ま
で

蓄
積
さ
れ
て
き
た
資
料
と
近
年
の
発
掘
調
査
に
伴
う
新
資
料
を
含
め
て
、
九
世
紀
の
造
瓦
体
制
に
つ
い
て
は
、
再
検
討
が
必
要
で
あ

本
稿
で
取
り
上
げ
る
模
骨
文
字
瓦
は
、
瓦
製
作
時
に
使
用
す
る
成
形
台
に
文
字
を
彫
り
込
み
、
そ
の
文
字
が
瓦
の
凹
面
に
陽
銘
文
字

と
し
て
印
す
瓦
で
あ
る
。
武
蔵
国
に
お
け
る
模
骨
文
字
瓦
の
初
現
は
、
武
蔵
国
分
寺
創
建
期
の
瓦
生
産
窯
跡
と
さ
れ
る
多
摩
ニ
ュ
ー
タ

ウ
ン
恥
五
一
三
遺
跡
で
あ
る
。
凹
面
に
多
摩
郡
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
「
多
」
陰
銘
文
字
を
印
す
丸
瓦
と
平
瓦
が
出
土
し
て
い
る
。
し

ブ
（
勺
◎

九
世
紀
武
蔵
国
に
お
け
る
造
瓦
体
制
ｌ
模
骨
文
字
瓦
の
生
産
と
そ
の
背
景
１

は
じ
め
に

宮
原
正
樹
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九世紀武蔵国における造瓦体制一模骨文字瓦の生産とその背景一

か
し
、
恥
五
一
三
で
の
模
骨
文
字
瓦
の
生
産
は
、
造
瓦
の
中
心
地
が
南
比
企
窯
跡
群
へ
移
行
し
、
生
産
体
制
の
整
備
に
伴
っ
て
押
印
を

用
い
た
郡
名
表
記
に
統
一
さ
れ
た
た
め
か
、
行
わ
れ
な
く
な
る
。

模
骨
文
字
瓦
の
供
給
先
で
あ
る
武
蔵
国
分
寺
跡
か
ら
は
、
一
○
種
以
上
の
出
土
例
が
あ
り
、
（
さ
ら
に
、
国
分
寺
に
限
ら
ず
武
蔵
国

内
の
寺
院
へ
の
供
給
も
認
め
ら
れ
）
一
定
量
の
供
給
が
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
束
金
子
窯
跡
群
や
南
多
摩
窯
跡
群
、
桜
沢
窯

跡
、
新
開
窯
跡
な
ど
九
世
紀
か
ら
一
○
世
紀
の
窯
跡
に
お
い
て
生
産
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
九
世
紀
の
造
瓦
体
制
を
示
す
要
素
と
な

り
そ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
武
蔵
国
内
の
模
骨
文
字
瓦
を
、
整
理
し
、
九
世
紀
の
瓦
生
産
体
制
の
一
端
を
考
え
て
み
た
い
。

武
蔵
国
内
の
寺
院
跡
に
お
い
て
、
模
骨
文
字
瓦
の
出
土
が
確
認
で
き
る
寺
院
跡
は
、
武
蔵
国
分
寺
跡
、
入
間
郡
勝
呂
廃
寺
、
高
麗
郡

（
１
）

女
影
廃
寺
、
三
ヶ
寺
で
あ
る
（
第
１
図
）
。
武
蔵
国
分
寺
を
除
い
た
二
寺
は
、
郡
内
に
お
け
る
中
心
的
な
寺
院
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

武
蔵
国
分
寺
は
、
Ｉ
期
（
創
建
期
、
八
世
紀
後
半
）
、
Ⅱ
期
（
整
備
・
拡
充
期
、
九
世
紀
後
半
）
、
Ⅲ
期
（
衰
退
期
、
一
○
～
十
一
世

紀
）
に
区
分
さ
れ
て
い
る
（
有
吉
・
中
道
二
○
一
三
）
。
Ⅱ
期
の
整
備
・
拡
充
期
に
お
い
て
は
、
七
重
塔
再
建
と
講
堂
拡
張
を
含
め
た

伽
藍
大
改
修
な
ど
、
創
建
期
に
次
ぐ
、
瓦
の
需
要
と
生
産
拡
大
が
図
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
ク
ニ

こ
れ
ま
で
の
調
査
で
、
大
別
二
七
種
の
模
骨
文
字
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
文
字
毎
に
数
種
に
分
類
で
き
、
こ
れ
ら
を
含
め
れ

ば
五
○
近
く
に
な
る
。
細
分
数
は
、
「
上
」
七
種
、
「
大
」
四
種
の
順
に
多
い
。
特
殊
な
模
骨
文
字
と
し
て
は
、
二
文
字
の
逆
字
「
造

塔
」
で
あ
る
（
第
２
図
）
。
新
た
に
確
認
さ
れ
た
塔
跡
周
辺
で
出
土
数
が
多
い
と
さ
れ
る
（
中
道
二
○
一
三
。
「
造
路
」
と
い
う
行
為

て
い
る
。

一
模
骨
文
字
瓦
出
土
資
料

ﾗ3



寺
院
施
設
に
関
す
る
遺
構
は
、
一
九
八
○
年
代
の
発
掘
調
査
で
、
基
壇
状
遺
構
三
基
、
掘
立
柱
建
物
跡
三
棟
、
区
画
溝
、
道
路
跡
が

確
認
さ
れ
て
い
る
（
田
中
他
一
九
八
一
な
ど
）
。
出
土
遺
物
の
中
に
相
輪
の
破
片
も
出
土
し
て
お
り
、
塔
を
配
置
す
る
本
格
的
な
寺
院

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
寺
院
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
出
土
瓦
の
分
析
か
ら
、
七
世
紀
末
に
上
植
木
廃
寺
系
文
様
を
用
い
て
創
建
さ

れ
、
複
弁
蓮
華
文
を
採
用
す
る
八
世
紀
前
半
と
国
分
寺
創
建
期
に
画
期
を
迎
え
る
と
さ
れ
る
（
昼
間
二
○
○
九
）
。

模
骨
文
字
は
、
「
、
」
、
逆
字
「
廣
」
、
逆
字
「
上
」
、
「
大
」
の
四
種
で
あ
る
（
第
３
図
）
。
い
ず
れ
も
凸
面
縄
目
叩
き
の
粘
土
横
紐
一

枚
作
り
で
、
側
部
調
整
は
一
度
の
ナ
デ
の
み
で
あ
る
。
厚
さ
約
二
セ
ン
チ
を
測
り
、
勝
呂
廃
寺
の
創
建
期
瓦
に
近
い
薄
さ
で
あ
る
。
須

恵
質
だ
が
、
灰
褐
色
で
焼
成
は
や
や
あ
ま
い
。
逆
字
「
上
」
と
「
大
」
は
、
Ｆ
地
区
四
号
竪
穴
建
物
跡
の
カ
マ
ド
の
構
築
材
と
し
て
使

用
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
カ
マ
ド
内
の
須
恵
器
坏
法
量
と
土
師
器
尭
の
年
代
か
ら
、
九
世
紀
後
半
に
寺
院
へ
と
供
給
さ
れ
、
そ
の
後
カ
マ

ド
の
構
築
材
に
転
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
勝
呂
廃
寺
か
ら
は
新
久
窯
跡
で
生
産
さ
れ
る
国
分
寺
二
三
四
Ｃ
型
式
宇
瓦
が
出

土
し
て
お
り
、
少
な
く
と
も
九
世
紀
後
半
に
は
補
修
が
行
わ
れ
た
と
い
え
よ
う
。
勝
呂
廃
寺
は
、
こ
の
頃
ま
で
寺
院
と
し
て
存
続
が
確

認
で
き
、
衰
退
を
迎
え
る
の
は
、
武
蔵
国
分
寺
七
重
塔
再
建
以
降
で
あ
る
と
考
え
る
。

を
表
す
文
字
は
他
に
は
な
く
、
文
字
の
如
く
、
「
塔
を
造
る
」
た
め
の
瓦
か
「
造
塔
」
に
関
係
し
た
機
関
を
示
す
瓦
で
あ
ろ
う
。

瓦
の
様
相
に
つ
い
て
み
て
み
る
と
凸
面
調
整
の
叩
き
は
、
多
摩
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
恥
五
一
三
遺
跡
で
出
土
す
る
「
多
」
瓦
の
格
子
叩
き

を
除
け
ば
、
い
ず
れ
も
縄
叩
き
で
あ
る
。
つ
く
り
は
、
そ
の
殆
ど
に
糸
切
り
痕
が
無
い
こ
と
や
、
破
損
状
況
や
ひ
び
が
横
方
向
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
粘
土
横
紐
一
枚
作
り
で
あ
る
。
ま
た
、
「
中
」
の
模
骨
文
字
が
へ
ラ
描
き
文
字
瓦
に
伴
う
例
も
み
ら
れ
る
（
第
２
図
）
。
こ

の
半
円
波
状
文
の
宇
瓦
は
、
国
分
寺
二
三
四
型
式
宇
瓦
を
模
倣
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

勝
呂
廃
寺
は
、
埼
玉
県
坂
戸
市
の
越
辺
川
右
岸
台
地
上
に
所
在
す
る
七
世
紀
末
を
創
建
と
す
る
古
代
入
間
郡
に
属
す
る
寺
院
跡
で
あ

う
っ
○

う4
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－模骨文字瓦の生産とその背景一九世紀武蔵国における造瓦体制

女
影
廃
寺
（
若
宮
遺
跡
）
は
、
埼
玉
県
日
高
市
の
小
畔
川
と
下
小
畔
川
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
台
地
上
に
位
置
す
る
。
当
該
地
域

は
、
霊
亀
二
年
（
七
一
六
）
に
、
七
ヶ
国
の
「
高
麗
人
」
一
七
九
九
人
を
集
め
て
置
郡
し
た
古
代
高
脆
郡
の
中
心
地
で
あ
る
。
発
掘
調

査
で
は
、
寺
院
施
設
と
み
ら
れ
る
遺
構
は
見
つ
か
っ
て
お
ら
ず
、
規
模
や
性
格
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
し
、
三
次
調
査
溝
跡
及
び
土
壌

か
ら
軒
先
瓦
な
ど
大
量
の
瓦
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
か
ら
寺
院
の
存
在
は
肯
定
で
き
る
。

（
３
）

軒
先
瓦
は
、
鐙
瓦
三
種
、
宇
瓦
二
種
が
確
認
さ
れ
て
い
る
（
第
４
図
）
。
鐙
瓦
は
、
周
縁
に
珠
文
を
廻
ら
せ
る
単
弁
六
葉
蓮
華
文
と

こ
の
軒
丸
瓦
を
祖
形
と
す
る
と
考
え
ら
れ
る
単
弁
六
葉
蓮
華
文
で
あ
る
。
後
者
は
、
前
後
関
係
は
不
明
だ
が
、
蓮
弁
の
形
が
丸
み
を
帯

び
る
タ
イ
プ
の
殖
も
存
在
し
て
い
る
。
瓦
当
面
と
男
瓦
の
径
が
合
わ
ず
、
男
瓦
が
は
み
出
し
て
い
る
た
め
周
縁
を
二
重
に
形
成
し
て
い

る
。
さ
ら
に
、
瓦
当
裏
面
や
男
瓦
部
に
ロ
ク
ロ
状
の
回
転
台
で
調
整
し
た
痕
跡
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
特
異
な
造
瓦
技
術
を
も
つ
工

人
が
製
作
に
携
わ
っ
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。
二
種
を
比
較
す
る
と
、
珠
文
縁
単
弁
六
葉
蓮
華
文
は
表
現
も
繊
細
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

こ
ち
ら
が
先
行
す
る
と
考
え
る
。
字
瓦
は
、
唐
草
が
左
行
し
、
そ
の
第
一
単
位
が
逆
巻
の
形
を
と
る
偏
向
唐
草
文
と
、
右
行
の
偏
向
唐

草
文
が
出
土
し
、
武
蔵
国
分
寺
跡
で
も
同
系
の
宇
瓦
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
萢
に
対
し
て
瓦
当
面
が
広
く
、
脇
区
お
よ
び
外
区
に
素
文

部
分
大
き
く
が
残
る
。
こ
の
特
徴
は
、
南
比
企
窯
跡
群
の
新
沼
窯
跡
、
天
沼
窯
跡
で
生
産
さ
れ
る
平
城
宮
系
均
整
唐
草
文
字
瓦
か
ら
み

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
九
世
紀
代
と
さ
れ
る
宇
瓦
の
殆
ど
に
確
認
で
き
る
。

八
世
紀
後
葉
か
ら
九
世
紀
に
寺
院
の
整
備
が
進
む
と
考
え
ら
れ
る
女
影
廃
寺
に
お
い
て
も
、
「
丁
」
の
模
骨
文
字
が
平
瓦
に
確
認
で

き
る
。
「
丁
」
に
つ
い
て
は
国
分
寺
で
の
例
が
な
い
が
、
「
上
」
が
転
化
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
小
破
片
の
た
め
瓦
の
作
り
は
不
明
だ

が
、
凸
面
は
縄
目
叩
き
調
整
が
施
さ
れ
る
。
厚
さ
は
、
一
・
八
セ
ン
チ
と
二
セ
ン
チ
に
満
た
な
い
。
女
影
廃
寺
の
瓦
類
は
、
厚
さ
が
二

セ
ン
チ
前
後
と
薄
い
傾
向
が
あ
る
。

以
上
、
武
蔵
国
内
の
寺
院
か
ら
出
土
し
た
模
骨
文
字
瓦
を
概
観
し
た
。
そ
の
結
果
、
模
骨
文
字
瓦
と
供
出
す
る
軒
先
瓦
の
文
様
や
瓦
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の
製
作
技
法
は
、
南
比
企
窯
跡
群
や
南
多
摩
窯
跡
群
に
生
産
の
中
心
が
あ
っ
た
国
分
寺
創
建
期
の
瓦
と
は
、
異
な
る
特
徴
を
持
つ
こ
と

が
わ
か
っ
た
。
製
作
技
法
に
限
っ
て
み
れ
ば
、
粘
土
横
紐
作
り
は
、
国
分
寺
創
建
以
前
の
七
世
紀
後
葉
か
ら
八
世
紀
前
半
代
に
お
け
る

南
比
企
窯
跡
群
で
み
ら
れ
る
技
術
で
あ
り
、
先
代
の
瓦
製
作
の
本
流
を
外
れ
た
技
法
で
模
骨
文
字
瓦
を
生
産
し
て
い
た
こ
と
が
想
定
で

き
る
。
つ
ま
り
、
模
骨
文
字
が
流
通
す
る
頃
に
は
、
造
瓦
従
事
す
る
工
人
の
性
格
が
変
質
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
変
質
の
背
景

に
は
、
国
分
寺
造
営
完
了
に
伴
う
瓦
の
需
要
減
少
が
関
係
し
て
い
る
と
考
え
る
が
、
そ
の
よ
う
な
状
況
下
に
あ
っ
て
も
、
九
世
紀
の
造

瓦
は
武
蔵
国
内
各
窯
で
継
続
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

前
章
で
み
た
よ
う
に
、
模
骨
文
字
瓦
は
、
武
蔵
国
各
地
の
寺
院
へ
一
定
量
供
給
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
供
給
の
要
因

は
、
創
建
時
と
比
べ
規
模
に
変
化
は
あ
れ
、
寺
院
施
設
が
整
備
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
か
ら
、
補
修
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ

て
、
武
蔵
国
分
寺
と
各
寺
院
で
模
骨
文
字
が
共
通
す
る
こ
と
や
、
七
重
塔
再
建
期
の
九
世
紀
後
半
以
降
に
瓦
を
生
産
す
る
窯
跡
が
増
加

す
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
当
該
期
に
い
く
つ
か
の
画
期
を
設
定
で
き
そ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
模
骨
文
字
瓦
の
生
産
が
確
認
で
き
る
窯
跡

の
資
料
を
も
と
に
、
そ
の
時
期
を
検
討
し
て
み
た
い
。

新
久
窯
跡
は
、
八
坂
前
窯
跡
と
と
も
に
、
「
続
日
本
後
紀
」
承
和
一
二
年
（
八
四
五
）
に
み
え
る
武
蔵
国
分
寺
七
重
塔
再
建
許
可
に

際
し
て
瓦
生
産
を
開
始
し
た
と
さ
れ
る
窯
跡
で
あ
る
。
両
窯
跡
と
周
辺
に
展
開
す
る
窯
跡
を
含
め
て
東
金
子
窯
跡
群
と
呼
ば
れ
、
須
恵

器
生
産
は
八
世
紀
中
葉
に
開
窯
し
、
前
内
出
窯
な
ど
良
質
の
須
恵
器
生
産
を
お
こ
な
う
。
新
久
窯
跡
で
も
、
七
重
塔
再
建
に
伴
う
瓦
生

産
終
了
後
、
須
恵
器
生
産
を
拡
大
さ
せ
る
（
坂
詰
一
九
八
四
）
。
新
久
窯
跡
か
ら
は
、
四
基
の
窯
跡
と
瓦
集
積
遺
構
、
竪
穴
建
物
跡
一

二
模
骨
文
字
瓦
生
産
窯
跡
と
そ
の
時
期
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軒
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

模
骨
文
字
瓦
は
、
逆
字
「
上
」
、
「
中
」
、
「
大
」
、
「
天
」
、
「
十
」
、
「
荒
」
が
出
土
し
て
い
る
（
第
５
図
）
。
こ
れ
ら
瓦
の
出
土
状
況
は
、

天
井
な
ど
窯
構
築
材
や
排
水
施
設
構
築
材
で
あ
る
。
灰
原
か
ら
瓦
類
が
多
数
出
土
し
て
い
る
こ
と
や
、
Ｅ
地
点
の
平
場
に
は
瓦
を
集
積

し
た
遺
構
が
確
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
新
久
窯
で
生
産
さ
れ
、
後
の
須
恵
器
生
産
の
際
に
窯
構
築
材
と
し
て
転
用
さ
れ
た
も
の
で

あ
ろ
う
。
文
字
の
中
で
逆
字
「
上
」
は
賀
美
郡
、
「
中
」
は
那
珂
郡
、
「
大
」
は
大
里
郡
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
（
坂
詰
一
九
八
四

ほ
か
）
が
、
「
十
」
や
「
荒
」
な
ど
他
の
文
字
印
さ
れ
る
こ
と
か
ら
郡
名
を
表
す
も
の
で
は
な
い
。
八
坂
前
窯
で
は
瓦
に
へ
う
書
き
の

郡
名
の
一
字
を
記
し
、
塔
再
建
時
の
協
力
を
示
し
た
（
坂
詰
二
○
一
二
）
が
、
新
久
窯
生
産
段
階
に
お
い
て
は
、
ヘ
ラ
書
き
も
し
く
は

模
骨
文
字
で
文
字
を
記
す
よ
う
に
な
る
。
こ
こ
に
造
瓦
体
制
の
変
質
が
認
め
ら
れ
、
新
久
窯
跡
以
降
の
九
世
紀
後
半
か
ら
一
○
世
紀
に

か
け
て
の
窯
業
遺
跡
に
お
い
て
、
模
骨
文
字
瓦
は
、
武
蔵
国
内
の
瓦
生
産
の
性
格
を
示
す
資
料
と
な
る
。

こ
こ
で
、
九
世
紀
後
半
以
降
に
操
業
を
開
始
す
る
窯
跡
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
く
。
こ
の
中
で
模
骨
文
字
が
出
土
す
る
窯
跡
は
、
い

ず
れ
も
九
世
紀
の
須
恵
器
供
給
の
中
心
的
な
存
在
で
あ
る
南
多
摩
窯
跡
群
御
殿
山
支
群
、
新
開
遺
跡
、
末
野
窯
跡
群
桜
沢
窯
跡
で
あ

る
。
ま
た
、
地
方
の
小
規
模
な
窯
跡
で
あ
る
高
岡
窯
跡
で
も
出
土
例
が
確
認
で
き
る
の
で
、
順
に
述
べ
た
い
。

南
多
摩
窯
跡
群
御
殿
山
支
群
は
、
創
建
期
の
瓦
生
産
窯
大
丸
瓦
窯
か
ら
、
さ
ら
に
西
方
の
多
摩
丘
陵
に
位
置
す
る
。
こ
こ
は
相
模
国

と
武
蔵
国
の
境
界
に
接
し
、
相
模
国
分
寺
供
給
瓦
窯
の
瓦
尾
根
窯
跡
に
も
隣
接
す
る
。
御
殿
山
支
群
各
窯
か
ら
「
山
万
」
、
「
大
」
二

種
、
「
正
」
、
逆
字
「
生
」
、
「
土
」
、
逆
字
「
上
」
、
「
上
」
、
「
十
」
二
種
、
「
ｈ
」
、
「
工
」
な
ど
の
複
数
の
模
骨
文
字
が
確
認
さ
れ
て
い

る
。
瓦
の
生
産
が
御
殿
山
支
群
に
お
い
て
初
め
て
開
始
さ
れ
る
の
は
Ｇ
三
七
窯
式
期
で
、
Ｇ
二
五
窯
式
期
の
新
段
階
で
模
骨
文
字
瓦
が

生
産
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
Ｇ
五
窯
式
期
に
な
る
と
模
骨
文
字
の
種
類
と
そ
の
生
産
量
も
増
加
す
る
（
吉
田
・
蔵
持
二
○
○
二
。
さ
ら

に
、
Ｇ
五
窯
式
期
の
模
骨
文
字
「
山
万
」
に
つ
い
て
は
、
入
間
市
霞
川
遺
跡
出
土
例
（
第
６
図
）
と
の
比
較
に
よ
り
、
東
金
子
窯
は
南
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多
摩
窯
跡
群
よ
り
早
い
時
期
で
生
産
を
開
始
し
た
可
能
性
が
高
く
、
東
金
子
か
ら
南
多
摩
へ
の
変
遷
お
よ
び
工
人
の
移
動
（
吉
田
・
藏

持
二
○
○
二
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
じ
Ｇ
五
窯
式
期
の
須
恵
器
生
産
の
増
加
も
注
目
さ
れ
る
。

新
開
遺
跡
で
は
、
「
大
」
と
記
号
「
■
」
の
模
骨
文
字
が
確
認
さ
れ
て
い
る
（
第
７
図
）
。
新
開
遺
跡
は
九
世
紀
末
か
ら
一
○
世
紀
初

頭
の
、
須
恵
器
生
産
を
軸
と
し
て
瓦
生
産
も
担
っ
た
窯
跡
で
あ
る
。
「
大
」
に
つ
い
て
は
、
新
開
遺
跡
の
工
人
集
落
と
考
え
ら
れ
る
俣

埜
遺
跡
で
も
新
開
窯
産
の
須
恵
器
と
共
伴
す
る
の
で
（
第
８
図
）
、
こ
の
新
開
遺
跡
で
焼
成
さ
れ
た
瓦
と
み
て
間
違
い
な
い
。
従
っ
て
、

新
開
窯
跡
に
お
け
る
瓦
の
生
産
は
、
出
土
状
況
か
ら
も
一
定
量
行
わ
れ
て
い
た
と
捉
え
た
い
。

桜
沢
窯
跡
は
、
末
野
窯
跡
群
に
含
ま
れ
る
九
世
紀
後
半
の
窯
跡
で
あ
る
。
出
土
し
た
模
骨
文
字
瓦
は
、
逆
字
「
上
」
で
、
字
体
は
新

久
窯
の
も
の
よ
り
も
小
ぶ
り
で
退
化
し
て
い
る
。
報
告
で
は
、
瓦
は
須
恵
器
焼
成
の
た
め
の
焼
き
台
や
天
井
構
築
材
と
し
て
転
用
さ
れ

て
お
り
（
昼
間
一
九
九
四
）
、
桜
沢
窯
で
の
生
産
品
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
周
辺
の
窯
跡
か
ら
の
搬
入
品
で
、
末
野
窯
跡
群

に
お
け
る
模
骨
文
字
瓦
生
産
を
示
す
例
と
い
え
よ
う
。

高
岡
窯
跡
は
、
高
麗
郡
内
の
九
世
紀
第
Ⅳ
四
半
期
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
窯
跡
で
あ
る
。
武
蔵
国
分
寺
に
出
土
例
を
も
つ
軒
先
瓦
を
生

産
し
て
お
り
、
当
該
期
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
生
産
窯
の
一
つ
で
あ
る
。
粘
土
紐
一
枚
造
り
の
「
千
」
模
骨
文
字
瓦
が
出
土
し
て
い
る

（
第
９
図
）
。
同
文
と
み
ら
れ
る
「
千
」
が
国
分
寺
で
も
出
土
し
て
お
り
、
軒
先
瓦
と
共
に
供
給
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
持
骨
文
字
の
生
産
は
、
四
大
窯
跡
に
限
ら
ず
、
各
郡
内
の
小
規
模
な
窯
跡
に
お
い
て
も
確
認
で
き
、
九
世
紀
第
Ⅳ
四

半
期
か
ら
一
○
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、
各
窯
生
産
の
開
始
と
ピ
ー
ク
を
迎
え
る
窯
跡
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
と
い
え
る
。
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九
世
紀
に
お
け
る
模
骨
文
字
瓦
生
産
の
第
一
の
画
期
は
新
久
窯
跡
で
あ
る
と
述
べ
た
。
で
は
そ
の
生
産
に
は
、
如
何
な
る
背
景
が

あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
若
干
の
考
察
を
し
て
み
た
い
。

新
久
窯
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
武
蔵
国
分
寺
跡
の
出
土
状
況
か
ら
七
重
塔
再
建
が
契
機
と
な
っ
た
と
み
て
異
論
は
な
い
。
隣
接
す
る

八
坂
前
窯
の
文
字
瓦
は
、
郡
名
を
示
す
漢
字
一
字
が
へ
ラ
書
き
に
よ
り
記
さ
れ
る
。
東
金
子
窯
跡
群
出
土
の
瓦
に
武
蔵
国
の
足
立
、
入

間
、
荏
原
、
大
里
、
男
衾
、
埼
玉
、
多
磨
、
橘
樹
、
秩
父
、
豊
島
の
十
郡
の
記
銘
が
認
め
ら
れ
、
再
建
時
に
は
十
郡
が
参
画
協
力
し
た

こ
と
が
郡
名
瓦
に
よ
っ
て
窺
う
こ
と
が
出
来
る
（
坂
詰
二
○
一
二
）
。
軒
先
瓦
を
み
る
と
、
八
坂
前
窯
周
辺
で
生
産
さ
れ
る
平
城
宮
系

（
４
）

文
様
の
鐙
瓦
と
宇
瓦
を
採
用
し
て
お
り
、
再
建
の
背
景
に
は
国
司
の
協
力
と
先
導
が
あ
っ
た
と
考
え
る
。
一
方
で
新
久
窯
に
お
い
て

は
、
郡
名
瓦
も
み
ら
れ
る
が
、
八
坂
前
窯
よ
り
後
出
す
る
単
弁
六
葉
蓮
華
文
鐙
瓦
（
国
分
寺
二
七
・
二
八
型
式
）
、
渦
巻
状
お
よ
び
重
弧

状
文
様
の
宇
瓦
（
国
分
寺
二
三
三
・
二
三
四
型
式
）
の
採
用
、
さ
ら
に
模
骨
文
字
瓦
の
出
現
な
ど
、
八
坂
前
よ
り
も
新
し
い
様
相
を
示

す
。
須
恵
器
の
様
相
か
ら
、
こ
の
二
窯
の
時
期
差
は
殆
ど
無
い
。
平
城
宮
系
瓦
は
武
蔵
国
府
で
は
出
土
せ
ず
、
国
府
や
勝
呂
廃
寺
で

二
三
四
型
式
字
瓦
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
前
述
し
た
変
化
の
画
期
は
、
七
重
塔
再
建
と
そ
れ
に
伴
う
国
分
寺
大
改
修
事
業
は
終

息
を
向
か
え
、
こ
れ
よ
り
先
、
武
蔵
国
府
と
各
郡
の
寺
院
の
整
備
に
移
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
の

よ
う
な
情
勢
の
な
か
で
、
瓦
の
需
要
減
少
に
伴
い
、
郡
参
画
型
の
造
瓦
体
制
は
解
体
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

模
骨
文
字
の
分
布
状
況
を
み
る
と
、
「
大
」
は
新
久
、
南
多
摩
、
新
開
、
逆
字
「
上
」
は
新
久
と
御
殿
山
支
群
、
桜
沢
、
「
山
万
」
は

東
金
子
と
御
殿
山
支
群
な
ど
、
窯
跡
間
で
共
通
し
て
い
る
文
字
が
あ
る
こ
と
に
気
付
く
。
さ
ら
に
、
須
恵
器
編
年
に
従
え
ば
、
新
久
窯

三
模
骨
文
字
瓦
生
産
の
背
景
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以
降
の
九
世
紀
第
Ⅳ
四
半
期
に
分
布
の
中
心
が
あ
る
。
模
骨
文
字
の
正
確
に
つ
い
て
は
、
南
多
摩
窯
跡
群
の
報
告
の
な
か
で
次
の
よ
う

に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
南
多
摩
窯
跡
群
の
逆
字
「
上
」
は
相
模
国
分
寺
と
武
蔵
国
分
寺
で
確
認
さ
れ
て
お
り
、
発
注
者
に
対
す
る
記
号

と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
模
骨
文
字
の
付
加
は
生
産
者
側
に
必
要
な
符
号
と
い
え
よ
う
。
生
産
者
側
に
と
っ
て
識
別
要
素

が
必
要
と
す
れ
ば
、
生
産
管
理
の
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
と
ら
え
れ
ば
、
模
骨
文
字
は
工
人
を
示
す
文
字
・
記
号
と
想
定

す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
（
吉
田
・
藏
持
二
○
○
二
。
以
上
の
指
摘
を
受
け
、
九
世
紀
後
半
に
お
け
る
模
骨
文
字
生
産
に
つ
い
て

考
え
る
と
、
新
久
窯
跡
を
起
点
と
し
て
、
そ
の
後
広
が
り
を
み
せ
る
模
骨
文
字
は
工
人
の
移
動
を
示
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
九
世
紀
第
Ⅳ
四
半
期
と
い
う
同
時
期
に
成
形
台
を
異
に
し
て
存
在
す
る
同
一
の
模
骨
文
字
は
、
一
つ
の
集
団
か
ら
の
分

派
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
工
人
は
、
東
金
子
窯
跡
群
で
の
瓦
生
産
の
終
了
と
と
も
に
、
各
々
の
集
団
を
示
す
模
骨
文

字
を
も
っ
て
、
武
蔵
国
内
各
地
へ
と
移
動
し
た
。
そ
の
後
の
生
産
活
動
は
、
九
世
紀
の
造
瓦
技
術
が
須
恵
器
製
作
の
延
長
で
あ
る
粘
土

横
紐
作
り
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
須
恵
器
生
産
を
主
た
る
も
の
と
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
、
そ
の
中
で
も
瓦
生
産
を
行
な
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。
新
久
窯
跡
で
の
瓦
生
産
は
武
蔵
国
司
の
先
導
が
窺
わ
れ
、
こ
の
生
産
体
制
を
示
し
た
持
骨
文
字
は
、
武
蔵
国
の
公
的
な
造
瓦
集

団
と
し
て
の
意
味
を
持
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
５
）

新
久
窯
跡
の
持
骨
文
字
を
み
て
い
る
と
、
「
荒
（
荒
墓
）
」
、
「
廣
（
廣
岡
こ
な
ど
豊
島
郡
の
郷
名
を
連
想
さ
せ
る
も
の
、
「
上
（
賀

美
こ
、
「
中
（
那
賀
）
」
、
「
大
（
大
里
）
」
の
武
蔵
国
北
部
の
地
域
を
連
想
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
気
付
く
。
こ
れ
ら
郡
は
、
塔
再

建
に
参
画
す
る
郡
に
含
ま
れ
て
い
る
。
な
ぜ
、
そ
の
一
字
を
模
骨
文
字
と
し
て
瓦
に
示
す
の
か
、
相
模
と
武
蔵
の
両
国
へ
の
供
給
の
実

お
わ
り
に
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態
か
ら
発
注
者
に
対
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
想
像
を
広
げ
れ
ば
、
郡
名
や
郷
名
を
工
人
名
や
集
団
名
と
し
て

使
用
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
模
骨
文
字
瓦
は
、
新
久
窯
跡
の
段
階
で
出
現
し
、
国
分
寺
や
国
府
、
寺
院
へ
と

供
給
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
し
か
し
、
生
産
は
塔
再
建
時
と
、
そ
の
後
に
ピ
ー
ク
が
あ
る
。
後
者
は
御
殿
前
支
群
の
様
相
か

ら
武
蔵
国
、
相
模
国
へ
の
供
給
を
目
的
と
す
る
一
方
で
、
小
規
模
な
窯
に
お
い
て
も
生
産
と
寺
院
へ
の
供
給
が
認
め
ら
れ
、
武
蔵
国
全

体
に
瓦
の
需
要
増
加
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
要
因
は
、
元
慶
二
年
（
八
七
八
）
の
地
震
に
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
別
稿
に
譲
る
こ
と
と
し
た
い
。

註（
１
）
埼
玉
県
美
里
町
に
所
在
す
る
大
仏
廃
寺
に
お
い
て
も
「
中
」
模
骨
文
字
瓦
が
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、
近
隣
か
ら
資
料
を
所
蔵
す
る
松
久
小
学
校
に
寄

贈
さ
れ
た
た
め
、
出
土
地
不
明
の
た
め
、
記
載
し
な
か
っ
た
。
な
お
、
こ
の
瓦
を
実
見
し
た
と
こ
ろ
、
凸
面
縄
目
叩
き
調
整
の
粘
土
横
紐
一
枚
作
り

で
、
武
蔵
国
分
寺
資
料
と
共
通
点
が
認
め
ら
れ
た
。
胎
土
は
東
金
子
の
よ
う
な
綴
砂
質
で
あ
り
、
大
仏
廃
寺
で
出
土
す
る
瓦
と
は
異
な
る
様
相
を
呈

（
４
）
承
和
十
二
年
の
武
蔵
国
司
に
丹
堤
眞
人
門
成
と
い
う
人
物
が
い
る
。
承
和
十
二
年
三
月
の
武
蔵
国
分
寺
七
層
塔
再
建
申
請
か
ら
三
か
月
後
の
同
年
六

月
癸
未
条
に
「
（
前
略
）
此
日
。
從
五
位
下
丹
堀
興
人
門
成
爲
武
蔵
椛
守
。
」
と
あ
り
、
翌
年
の
承
和
十
三
年
二
月
壬
午
条
に
「
（
前
略
）
從
五
位
上
丹

（
２
）
有
吉
重
蔵
氏
ご
教
示
に
よ
る
。

（
３
）
鋸
歯
文
縁
複
弁
八
葉
蓮
華
文
鐙
瓦
が
「
埼
玉
県
史
」
や
「
埼
玉
県
古
代
寺
院
跡
調
査
報
告
書
」
に
お
い
て
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、
情
報
が
乏
し
く
、

所
在
も
不
明
の
た
め
、
今
回
は
記
戦
し
な
か
っ
た
。
な
お
、
稲
村
坦
元
も
こ
の
瓦
の
拓
本
を
八
坂
前
窯
生
産
品
の
宇
瓦
二
点
と
共
に
「
高
萩
村
女
影
」

所
在
も
不
明
の
た
め
、
〈

と
し
て
報
告
し
て
い
る
。

武
蔵
守
。
所
部
曠
遠
。
盗
賊
充
肝
。
門
成
下
車
。
未
幾
。
風
俗
粛
清
。
軒
猜
欽
手
。
嘉
祥
三
年
爲
大
和
守
。
（
後
略
）
」
と
さ
れ
、
武
蔵
国
に
国
守
と

堀
眞
人
門
成
爲
武
蔵
守
。
（
後
略
）
」
と
あ
る
。
「
日
本
文
徳
天
皇
実
録
」
巻
五
仁
寿
三
年
三
月
壬
子
条
に
、
「
（
前
略
）
十
二
年
爲
宮
内
大
輔
。
後
遷
爲

すで
◎ 、
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稿
を
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に
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仰
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し
て
赴
任
す
る
以
前
の
武
蔵
国
内
は
「
盗
賊
充
肝
」
で
社
会
が
混
乱
し
た
状
態
で
あ
っ
た
が
、
門
成
が
赴
任
し
て
す
ぐ
に
「
風
俗
粛
清
」
し
、
「
野
猪

欽
手
」
し
た
と
い
う
。
そ
の
後
大
和
国
守
に
お
い
て
も
そ
の
手
腕
を
発
揮
し
評
価
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
混
乱
し
た
武
蔵
国
を
短
期
間
で
治
め

た
と
い
う
丹
堀
眞
人
門
成
の
存
在
は
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
東
金
子
で
半
数
以
上
の
郡
名
瓦
が
確
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
武
蔵
国
分
寺
に
限

ら
ず
国
衙
で
も
補
修
が
認
め
ら
れ
る
の
は
丹
堤
眞
人
門
成
の
先
導
の
結
果
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
５
）
「
贋
」
に
つ
い
て
は
、
新
久
窯
跡
平
行
期
の
谷
久
保
窯
跡
か
ら
「
贋
」
と
底
面
に
記
す
須
恵
器
が
数
点
出
土
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
瓦
生
産
と
須
恵
器

生
産
が
同
一
の
工
人
集
団
の
な
か
に
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
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○
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史
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会
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教
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史
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